
 

 
 

建築後 60 年が経過する旧女性活動センターについて、耐震基準を満たさないまま老朽化が著し

い状態となっており、今後、市では、利活用の予定はないことから、建物解体付き土地処分として

売却する。 

 
 
 
 旧女性活動センターは、旧富士川町が昭和 39 年に老人福祉センターとして建設し、本市と合併

後、平成 25 年 4 月に教育総務課から文化振興課に所管替えを行った。内部は市史関連資料及び文

化財資料等の倉庫として利用している。建築から 60 年近くが経過しており、耐震基準を満たして

おらず、老朽化が著しい建物となっている。 

今後さらに劣化が進むことが予想され、周辺民家等にも被害を及ぼす可能性があるため、旧女性

活動センター建物及び底地において、建物解体を前提とした利活用について庁内で検討を行ってき

た。 

 

 
  

１ 目 的 

２ 背 景 

今回、売却予定地（＝赤線内）

1268.31 ㎡ 

        （383.7 坪） 

① 富士市商工会富士川出張所 

延床面積   222.30 ㎡ 

② 旧女性活動センター 

延床面積   533 ㎡ 

  

旧女性活動センターに係る建物及び土地の処分等について 教育委員会文化財課 
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建物の解体については、工期の短縮と経費の削減を図るため、旧女性活動センターと商工会建物

を同時に解体する旨の条件を付して、建物を売り渡す。 

《同時解体の方法》 

 市が商工会から建物の寄贈を受ける。 

１ 現在、市と商工会とで締結している商工会建物の底地に係る土地使用賃貸借契約を解除する。 

２ 解除に当たり、使用賃貸借契約書第 14 条の規定により商工会は自ら建物を解体し原状回復す

べき義務を負うところ、商工会は建物を解体せずに市に寄贈して土地を返還し、同時に違約金と

して当該建物の解体費用相当額を市に支払うものとする。なお、解体費相当額は、落札者が入札

時に提示した予定解体額を、旧女性活動センター及び商工会建物の延床面積で按分し算定する。

ただし、入札が不調に終わり、市が自身で解体する場合には、実際に市が支払う解体費を、同様

の按分方法にて算定する。 

商工会から市に対しての建物の寄贈については、議会の議決が必要となる「負担付き贈与」(地

方自治法第 96 条第 1 項第 9 号)」には当たらない（総務課法務監確認済） 

３ 市は、商工会から寄贈を受けた建物の保存登記を行う。 

４ 市は、旧女性活動センター及び商工会の建物を解体しない状態のまま、これらの建物を落札後

速やかに解体する旨の特約を付け、建物付きの状態で土地の売渡しに係る入札を実施する。 

５ 市は、落札された場合には、落札業者と「（仮称）建物解体撤去条件付き土地売買契約書」を締

結する。 

６ 落札業者は、旧女性活動センター及び商工会の建物を速やかに同時解体する。 

 

◎  「違約金」とは、富士市と富士市商工会とで締結した土地使用貸借契約書第１４条の規定により、貸付地に

ついては「原状回復」して返還することになっているが、今回の対応は、原状回復せずに現状のまま、市に返還

し、その解体も市に委ねることとなるため、解体費用に相当する額を「違約金」として、市に納付を求めようとする

もの。  

  ◎ 市は、次に掲げる金額を歳入として受け入れる。(令和８年度補正予算で受け入れる。) 

   ⑴ 入札による売買金額（落札業者） 

   ⑵ 商工会の建物を解体するための経費（商工会） 

   ⑶ 近隣住民と随意契約により売り渡す土地に係る売買金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 解体方法について 
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